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1.1 目的 

平成 26 年度の介護保険制度の改正に伴い、すべての市町村は、平成 29 年 4 月までに、
「介護予防・日常生活支援総合事業」（以下「総合事業」と言います。）を実施することとな
りました。  
 総合事業は、65 歳以上の皆様の介護予防と日常生活の自立を支援することを目的として
います。住み慣れた地域で、自分らしく生きがいを持って暮らすために、地域全体で高齢者
を支えるとともに、高齢者の皆様が積極的に健康づくりや介護予防に取組むための制度とな
ります。 
北広島市の総合事業では、平成 27 年 3 月に策定しました北広島市高齢者保健福祉計画・

第 6 期介護保険事業計画の「すべての高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地

域全体で共に支え合うまちづくりの実現」の基本理念のもと、各種事業を実施します。 
 

1.2 総合事業実施の背景 

高齢化率は、全国的に 25％を超え、超高齢化社会を迎える日本の中で、北広島市は平成
28 年 3 月現在 28.9％となり今後 10 年間で 35％を超えると見込まれ、全国平均からは約
２％高く・全道平均と同様の高齢化率となっています。一方で、介護等のリスクが高まる
75歳以上の人口推計を見ると平成 27年から平成 37年の 10年間で約 1.5倍の急激な増加
が見込まれており、支援を必要とする高齢者の数が増えることが予想されます。 
高齢者の比率が大きくなることで労働力人口の比率が減少し、サービスを提供する従事者

が不足してくることが予想されることから、支援が必要な高齢者が増えても、住み慣れた地
域で暮らし続けられるよう、新たなしくみづくりに取り組まなければいけません。介護保険

料を抑制しつつ、将来的に不足が見込まれる介護サービスの担い手を確保し、高齢者の生活
を支える体制を持続可能なものとしていく必要があります。 

 
 
 
 
 

 

1 介護予防・日常生活支援総合事業の目的と背景 
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2.1 介護保険事業の体系 

 総合事業の実施により、北広島市の介護保険事業が次の体系図のとおり変更となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

２ 北広島市の総合事業 

介護予防給付
（要支援1～2）

介護予防事業

●二次予防事業

●一次予防事業

介護給付（要介護1～5）

介護予防給付（要支援1～2）

介護予防・日常生活支援総合事業

●介護予防・生活支援サービス事業

・訪問型サービス

・通所型サービス

・介護予防支援事業

（介護予防ケアマネジメント）

●一般介護予防事業

包括的支援事業
●地域包括支援センターの運営

・介護予防ケアマネジメント

・総合相談支援業務

・権利擁護業務

・包括的・継続的

ケアマネジメント支援

●窓口、電話、相談事業

●高齢者実態把握事業

●地域ケア会議

●高齢者虐待防止ネットワーク事業

包括的支援事業
●地域包括支援センターの運営

・介護予防ケアマネジメント

・総合相談支援業務

・権利擁護業務

・包括的・継続的

ケアマネジメント支援

●窓口、電話、相談事業

●高齢者実態把握事業

●地域ケア会議

●高齢者虐待防止ネットワーク事業

●在宅医療・介護の連携推進

介護給付（要介護1～5）

高齢者保健福祉サービス 高齢者保健福祉サービス

現 行 総合事業実施後

介

護

給

付

介
護
給
付

地

域

支

援

事

業

地

域

支

援

事

業

訪問介護

通所介護

任意事業

●介護給付費適正化事業

●家族介護支援事業

●その他の事業

任意事業

●介護給付費適正化事業

●家族介護支援事業

●その他の事業

訪問看護
福祉用具等
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2.2 北広島市が実施する総合事業 

平成 26 年の介護保険法の改正に伴い、これまで全国一律の基準により提供介護予防給付
のうち「訪問介護（ホームヘルプサービス）」及び「通所介護（デイサービス）」や、市町村
が独自に行っていた「介護予防事業」を再編して、市町村の基準による「総合事業」を実施
します。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

●介護予防支援事業

（介護予防ケアマネジメント）

介護予防・日常生活支援総合事業

●訪問型サービス

1 訪問型サービス

（現行の介護予防訪問介護相当）

2 訪問型サービス （基準緩和）

●介護予防普及啓発事業

●地域介護予防活動支援事業

●介護予防把握事業

●一般介護予防事業評価事業

●地域リハビリテーション

一般介護予防事業

介護予防給付

●訪問介護

●通所介護

介護予防事業

●二次予防事業対象者把握事業

●通所型介護予防事業

・生きがいデイサービス事業

（おたっしゃ塾）

・機能訓練教室

・高齢者健康教室

・口腔ケア事業

●介護予防普及啓発事業
・健康運動教室

・脳の健康教室

・生活講座

・健康増進講演会

・高齢者出前健康講座

●地域介護予防活動支援事業

一次予防事業

介護予防給付

●訪問看護

●福祉用具貸与等
●訪問看護

●福祉用具貸与等

現 行 総合事業実施後

介護予防・生活支援サービス事業

二次予防事業

●通所型サービス

1 通所サービス

（現行の介護予防通所介護相当）

2 通所型サービス（基準緩和指定）

3 通所型サービス（基準緩和委託）

4 通所型サービス

（短期集中リハビリテーション）
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3.1 事業の内容 

 
訪問型サービス 
 

サービス 
種別 

介護予防訪問介護相当サービス 
訪問型サービス 

（緩和した基準によるサービス：指定） 

サービス

内容 

●身体介護 
 入浴介助等 

 

●生活援助 
 掃除、洗濯、買い物等 

●生活援助 
 掃除、洗濯、買い物等 

 

通所型サービス 
 

サービス 
種別 

介護予防通所介
護相当サービス   

通所型サービス 
（緩和した基準によ

るサービス：指定） 

通所型サービス 
（緩和した基準によ

るサービス：委託） 

通所型サービス C 
（短期集中リハビリテーション） 

サービス
内容 

現行の通所介護
と同様 

現行の通所介護と
同様 

現行の二次予防事
業で実施している
おたっしゃ塾と同

様 

生活機能改善 
（3か月～６か月間） 

  

 
介護予防ケアマネジメント 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 対象者及び利用者負担 

対 象 者 要支援１・２の認定を受けた人 
      基本チェックリストによる更新の結果、事業対象者となった人 
利用者負担 前年の所得又は収入金額に応じて 1 割又は 2 割負担 
 
 
 

３ 介護予防・生活支援サービス事業 

高齢者支援センター等が、本人及び家族と話し合い、自立に向けた目標の達成に
取り組んでいけるよう、具体的にサービスの利用等について、介護予防ケアプラン
を作成します。 
ケアプランの作成及び相談料についての自己負担額はありません。 
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１訪問型サービス（介護予防訪問介護相当サービス） 
 

 ホームヘルパーが訪問し、身体介護（食事 
や入浴、排せつの介助）や必要に応じて生活 
援助（掃除、洗濯、調理等）を行います。 
○利用回数：週１回から 
※利用回数については、ケアプランにより決まります。 

○自己負担（1 割）のめやす 
（1 か月あたり）・・・・・ 

 
２訪問型サービス（基準緩和指定） 
 
 身体介護は必要ないが、家事等の生活援助 
が必要な人に対し、ホームヘルパー等が訪問 
し、サービスを提供します。 
○利用回数：週１回から 
○単価：1 回あたり 250 単位 
※利用回数については、ケアプランにより決まります。 

○自己負担（1 割）のめやす・・・・・ 

 
サービスの内容とかかる費用のめやす  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
訪問型サービス 
 

 
 
 
 
 
 
 

週 1 回の利用の場合 １，１６８円 

週２回の利用の場合 ２，３３５円 

週２回を超える利用の場合 ３，７０４円 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

週 1 回の利用で 4 回利用 １，０００円 

週 2 回の利用で 8 回利用 ２，０００円 

月の上限額（回数により月額となります。） 

月５回の利用の場合 １，０５１円 

月 9・10 回の利用の場合 ２，１０２円 

月 13 回以上の利用の場合 ３，１５３円 

 

利用するサービス及び事業所によって、費用が加算され、自己負担額が変動し
ます。 
詳細な費用については、利用前に各事業所又は単位一覧表をご確認ください。 
※次に掲載している月あたりの負担のめやすは１割負担の場合となります。 
※1単位は、10円として計算します。 
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１通所型サービス（介護予防通所介護相当サービス） 
 通所介護施設で食事や入浴等の日常生活上の支援や生活機能向上のための機能訓練等を 
日帰りで提供します。 
○利用回数：事業対象者・要支援１は週１回程度、事業対象者・要支援２は週２回程度 
※事業対象者の利用回数については、ケアプランにより決まります。 

○自己負担（1 割）の 
めやす（1 か月あたり）・・・・・ 

２通所型サービス（基準緩和指定） 
 通所介護施設で日常生活上の支援や生活機能向上のための機能訓練等を日帰りで提供し
ます。 
○利用回数：事業対象者・要支援１は週１回程度、事業対象者・要支援２は週２回程度 
※事業対象者の利用回数については、ケアプランにより決まります。 

○単価：１回あたり３２９単位、入浴をする場合は３６９単位 
○自己負担（1 割）のめやす（1 か月あたり） 

３通所型サービス（基準緩和委託） 
 現在のおたっしゃ塾です。趣味や創作活動、教養講座、レクリエーションなどを行いま
す。 
○利用回数：事業対象者・要支援１は週１回程度、事業対象者・要支援２は週２回程度 
※事業対象者の利用回数については、ケアプランにより決まります。 

○単価：１回あたり３００単位 
○自己負担（1 割）の 

めやす（1 か月あたり）・・・・・ 

４通所型サービス（短期集中リハビリテーション） 
 日常生活上の支援や生活機能向上のための機能訓練等を日帰りで提供します。また、リ
ハビリ専門職が自宅に訪問し、自立支援に向けたアドバイスを行います。 
○利用回数：週 1 回から 2 回まで、最大 24 回利用できます。  
※事業対象者の利用回数については、ケアプランにより決まります。 

○単価：１回あたり３６２単位 
○自己負担（1 割）の 

めやす（1 か月あたり）・・・・・ 

通所型サービス 
 

 
 
 
 
 
 

事業対象者・要支援１ １，６４７円 

事業対象者・要支援２ ３，３７７円 

 
 
 
 

 
 
 

 

 入浴なし 入浴あり 

週 1 回の利用で 4 回利用 １，３１６円 １，４７６円 

週 2 回の利用で 8 回利用 ２，６３２円 ２，９５２円 

月の上限額（回数により月額となります。） 

月５回の利用の場合 １，４４７円 １，６４７円 

月 10 回の利用の場合 ２，９７７円 ３，３７７円 

 

 
 
 
 
 
 
 

週 1 回の利用で 4 回利用 １，２００円 

週 2 回の利用で 8 回利用 ２，４００円 

 
 
 

 
 
 
 
 

週 1 回の利用で 4 回利用 １，４４８円 

週 2 回の利用で 8 回利用 ２，８９６円 
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単位一覧表（案） 

 

事業対象者は、利用者の身体等の状況により、支援１又は支援２の単位となり

ます。 

 

【訪問型サービス（介護予防訪問介護相当サービス）】 

類型 

単位 

週 1 回 週 2 回 
週 2 回を超

える 

現行の予防訪問介護相当 

サービス 
月額 1,168 単位 2,335 単位 3,704 単位 

 

加算 

 

減算 

 

  

項目 単位、加算率 

初回加算 200 単位 

生活機能向上連携加算 100 単位 

介護職員処遇改善加算Ⅰ  所定単位の 86/1,000 

介護職員処遇改善加算Ⅱ  所定単位の 48/1,000 

介護職員処遇改善加算Ⅲ  
介護職員処遇改善加算Ⅱの

90/100 

介護職員処遇改善加算Ⅳ  
介護職員処遇改善加算Ⅱの

80/100 

項目 減算率 

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物の利用

者 20 人以上にサービスを行う場合 
90/100 

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責

任者を配置している場合 
70/100 



8 

 

【訪問型サービス（基準緩和指定）】 

類型 

単位 

週 1 回 週 2 回 
週 2 回を超

える 

訪問型サービス 

（基準緩和指定） 

1 回 250 単位 

月額 1,051 単位 2,102 単位 3,153 単位 

※月額単位については、週 1 回利用で 5 回、週 2 回利用で 9～10 回、週 3 回以

上の利用で 13 回以上のときに適用します。 

 

加算 

 

減算 

  

項目 単位、加算率 

初回加算 200 単位 

介護職員処遇改善加算Ⅰ  所定単位の 86/1,000 

介護職員処遇改善加算Ⅱ  所定単位の 48/1,000 

介護職員処遇改善加算Ⅲ  
介護職員処遇改善加算Ⅱの

90/100 

介護職員処遇改善加算Ⅳ  
介護職員処遇改善加算Ⅱの

80/100 

項目 減算率 

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物の利用者 20

人以上にサービスを行う場合 
90/100 

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責

任者を配置している場合 
70/100 
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【通所型サービス（介護予防通所介護相当サービス）】 

類型 
単位 

要支援 1 要支援 2 

現行の予防通所介護相当サービス 月額 1,647 単位 3,377 単位 

 

加算 

 

減算 

項目 単位、加算率 

若年性認知症利用者受入加算 240 単位 

生活機能向上グループ活動加算 100 単位 

運動器機能向上加算 225 単位 

栄養改善加算 150 単位 

口腔機能向上加算 150 単位 

選択的サービス複数実施加算（2 つ） 480 単位 

選択的サービス複数実施加算（全て） 700 単位 

事業所評価 120 単位 

サービス提供体制強化加算Ⅰ（イ） 
要支援 1 72 単位 

要支援 2 144 単位 

サービス提供体制強化加算Ⅰ（ロ） 
要支援 1 48 単位 

要支援 2 96 単位 

サービス提供体制強化加算Ⅱ 
要支援 1 24 単位 

要支援 2 48 単位 

介護職員処遇改善加算Ⅰ  所定単位の 40/1,000 

介護職員処遇改善加算Ⅱ  所定単位の 22/1,000 

介護職員処遇改善加算Ⅲ  
介護職員処遇改善加算Ⅱの

90/100 

介護職員処遇改善加算Ⅳ  
介護職員処遇改善加算Ⅱの

80/100 

項目 単位、減算率 

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物

から利用する者にサービスを行う場合 

要支援 1 ▲376 単位 

要支援 2 ▲752 単位 

定員が超過している場合 70/100 

看護･介護職員が欠員している場合 70/100 
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【通所型サービス(基準緩和指定)】  

類型 
単位 

要支援 1 要支援 2 

通所型サービス（基準緩和指定） 1 回 329 単位 

月額 1,447 単位 2,977 単位 

※月額単位については、入浴加算を実施している事業所が週 1 回利用で 5 回、

週 2 回利用で 10 回利用した際に使用します。 

加算 

減算 

 

【通所型サービス(基準緩和委託)】  

類型 
単位 

要支援 1 要支援 2 

通所型サービス（基準緩和委託） 1 回 300 単位 

 

【通所型サービス：短期集中リハビリテーション】 

類型 
単位 

事業対象者、要支援 1・2 

通所型サービス（短期集中リハ） 1 回 362 単位 

減算 

 

※上記の単価につきましては現時点の案として掲載しており、介護保険法等の
改正により、一部変更となることがあります。 

項目 単位、加算率 

入浴加算  1 回 40 単位 

介護職員処遇改善加算Ⅰ  所定単位の 40/1,000 

介護職員処遇改善加算Ⅱ  所定単位の 22/1,000 

介護職員処遇改善加算Ⅲ  介護職員処遇改善加算Ⅱの 90/100 

介護職員処遇改善加算Ⅳ  介護職員処遇改善加算Ⅱの 80/100 

項目 単位 

事業所が送迎を行わない場合  片道 ▲38 単位 

項目 単位 

事業所が送迎を行わない場合  片道 ▲38 単位 


